
社
会
福
祉
法
に
基
づ
く
婦
人
保
護
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
七
月
六
日 

広
島
県
知
事 

湯 
 

﨑 
 

英 
 

彦 

広
島
県
条
例
第
四
十
号 

社
会
福
祉
法
に
基
づ
く
婦
人
保
護
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例 

（
趣
旨
）

第
一
条 

こ
の
条
例
は
、
社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）

第
六
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
社
会
福
祉
施
設
の
う
ち
、
婦
人
保
護
施
設
（
売
春
防
止
法
（

昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
十
八
号
）
に
規
定
す
る
婦
人
保
護
施
設
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
設
備
及

び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
以
下
「
最
低
基
準
」
と
い
う
。
）
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
基
本
方
針
）

第
二
条 

婦
人
保
護
施
設
は
、
入
所
者
（
婦
人
保
護
施
設
に
入
所
す
る
売
春
防
止
法
第
三
十
四
条
第
二
項

の
要
保
護
女
子
、
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法

律
第
三
十
一
号
）
第
一
条
第
二
項
の
被
害
者
そ
の
他
保
護
を
要
す
る
女
性
を
い
う
。
）
及
び
入
所
者
に

同
伴
す
る
家
族
（
以
下
「
同
伴
家
族
」
と
い
う
。
）
（
以
下
「
入
所
者
等
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
健

全
な
環
境
の
下
で
、
社
会
福
祉
を
目
的
と
す
る
事
業
に
関
す
る
熱
意
及
び
能
力
を
有
す
る
職
員
に
よ
り
、

入
所
者
が
社
会
に
お
い
て
自
立
し
た
生
活
を
営
む
た
め
の
支
援
そ
の
他
の
適
切
な
処
遇
を
行
う
よ
う
努

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
最
低
基
準
と
婦
人
保
護
施
設
）

第
三
条 

婦
人
保
護
施
設
は
、
最
低
基
準
を
超
え
て
、
常
に
、
そ
の
設
備
（
建
物
を
含
む
。
次
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
及
び
運
営
を
向
上
さ
せ
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２ 

最
低
基
準
を
超
え
て
、
設
備
を
有
し
、
又
は
運
営
し
て
い
る
婦
人
保
護
施
設
に
お
い
て
は
、
最
低
基

準
を
理
由
と
し
て
、
そ
の
設
備
又
は
運
営
を
低
下
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

（
職
員
） 

第
四
条 

婦
人
保
護
施
設
に
は
、
施
設
長
、
入
所
者
を
指
導
す
る
職
員
、
調
理
員
そ
の
他
当
該
婦
人
保
護

施
設
の
業
務
を
行
う
た
め
に
必
要
な
職
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
調
理
業
務
の
全
部

を
委
託
す
る
婦
人
保
護
施
設
に
あ
っ
て
は
、
調
理
員
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

婦
人
保
護
施
設
の
職
員
は
、
専
ら
当
該
婦
人
保
護
施
設
の
職
務
に
従
事
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
入
所
者
等
の
処
遇
に
支
障
が
な
い
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

（
施
設
長
の
資
格
要
件
） 

第
五
条 

施
設
長
は
、
婦
人
保
護
施
設
を
運
営
す
る
能
力
と
熱
意
を
有
す
る
三
十
歳
以
上
の
者
で
あ
っ
て
、



次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 
法
第
十
九
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
又
は
社
会
福
祉
事
業
（
法
第
二
条
第
一
項

に
規
定
す
る
社
会
福
祉
事
業
を
い
う
。
）
若
し
く
は
更
生
保
護
事
業
（
更
生
保
護
事
業
法
（
平
成
七

年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
更
生
保
護
事
業
を
い
う
。
）
に
三
年
以
上
従
事

し
た
者
で
あ
る
こ
と
。 

二 

罰
金
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
こ
と
が
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。 

（
構
造
設
備
の
一
般
原
則
）

第
六
条 

婦
人
保
護
施
設
の
配
置
、
構
造
及
び
設
備
は
、
日
照
、
採
光
、
換
気
等
入
所
者
の
保
健
衛
生
に

関
す
る
事
項
、
入
所
者
に
対
す
る
危
害
の
防
止
及
び
防
災
に
つ
い
て
十
分
考
慮
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

（
設
備
の
基
準
） 

第
七
条 

婦
人
保
護
施
設
の
建
物
（
入
所
者
等
の
日
常
生
活
の
た
め
に
使
用
し
な
い
附
属
の
建
物
を
除
く
。

以
下
同
じ
。
）
は
、
耐
火
建
築
物
（
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
二
条
第
九

号
の
二
に
規
定
す
る
耐
火
建
築
物
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
準
耐
火
建
築
物
（
同
条
第
九
号
の
三

に
規
定
す
る
準
耐
火
建
築
物
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
い
ず
れ
か
の
要
件
を
満
た
す
木
造
か
つ
平
屋
建
て
の
婦
人
保
護

施
設
の
建
物
で
あ
っ
て
、
火
災
の
際
の
入
所
者
の
安
全
性
が
確
保
さ
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で

あ
る
と
き
は
、
耐
火
建
築
物
又
は
準
耐
火
建
築
物
で
あ
る
こ
と
を
要
し
な
い
。 

一 

ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
の
設
置
、
天
井
等
の
内
装
材
等
へ
の
難
燃
性
の
材
料
の
使
用
、
調
理
室
等
火
災

が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
箇
所
へ
の
防
火
区
画
の
設
置
等
に
よ
り
、
初
期
消
火
及
び
延
焼
の
抑
制

に
配
慮
し
た
構
造
で
あ
る
こ
と
。 

二 

非
常
警
報
設
備
の
設
置
等
に
よ
る
火
災
の
早
期
発
見
及
び
通
報
の
体
制
が
整
備
さ
れ
て
お
り
、
円

滑
な
消
火
活
動
が
可
能
で
あ
る
こ
と
。 

三 

避
難
口
の
増
設
、
搬
送
を
容
易
に
行
う
た
め
の
十
分
な
幅
員
を
有
す
る
避
難
路
の
確
保
等
に
よ
り
、 

円
滑
な
避
難
が
可
能
な
構
造
で
あ
り
、
か
つ
、
避
難
訓
練
を
頻
繁
に
実
施
す
る
こ
と
、
第
四
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
置
く
べ
き
職
員
の
数
を
増
す
こ
と
等
に
よ
り
、
火
災
時
の
円
滑
な
避
難
が
可
能
で

あ
る
こ
と
。 

３ 

婦
人
保
護
施
設
に
は
、
次
に
掲
げ
る
設
備
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

居
室 

二 

静
養
室 

三 

食
堂 

四 

浴
室 



五 

洗
面
所 

六 
便
所 

七 

洗
濯
室 

八 

集
会
室
兼
談
話
室 

九 

相
談
室 

十 

作
業
室
（
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
就
労
に
関
す
る
指
導
及
び
援
助
を
行
う
た
め
の
設
備

を
い
う
。
） 

十
一 

医
務
室 

十
二 

調
理
室 

十
三 

事
務
室 

十
四 

宿
直
室 

４ 

前
項
に
掲
げ
る
設
備
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
設
備
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
る
。 

一 

居
室 

イ 

入
所
者
一
人
当
た
り
の
床
面
積
は
、
収
納
設
備
等
が
占
め
る
面
積
を
除
き
、
お
お
む
ね
四
・
九

五
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。 

ロ 

主
要
な
出
入
口
は
、
避
難
上
有
効
な
空
地
、
廊
下
又
は
広
間
に
直
接
面
し
て
設
け
る
こ
と
。 

ハ 

入
所
者
の
寝
具
を
収
納
す
る
た
め
の
設
備
の
ほ
か
、
各
人
別
に
身
の
回
り
品
を
収
納
す
る
こ
と

が
で
き
る
収
納
設
備
を
設
け
る
こ
と
。
た
だ
し
、
寝
台
を
備
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
寝
具
を
収

納
す
る
た
め
の
設
備
を
設
け
る
こ
と
を
要
し
な
い
。 

二 

相
談
室 

談
話
の
漏
え
い
を
防
ぐ
た
め
の
間
仕
切
り
等
を
設
け
る
こ
と
。 

三 

医
務
室 

入
所
者
等
を
診
療
す
る
た
め
に
必
要
な
医
薬
品
、
衛
生
材
料
及
び
医
療
機
器
を
備
え
る

こ
と
。 

５ 

前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
婦
人
保
護
施
設
の
設
備
の
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

 

一 

廊
下
そ
の
他
必
要
な
場
所
に
常
夜
灯
を
設
け
る
こ
と
。 

 

二 

火
気
を
使
用
す
る
部
分
は
、
不
燃
材
料
を
用
い
る
こ
と
。 

三 

消
火
設
備
そ
の
他
の
非
常
災
害
に
対
処
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
を
設
け
る
こ
と
。 

（
居
室
の
定
員
） 

第
八
条 

一
の
居
室
に
入
所
さ
せ
る
人
員
は
、
原
則
と
し
て
四
人
以
下
と
す
る
。 

（
非
常
災
害
対
策
） 

第
九
条 

婦
人
保
護
施
設
の
設
置
者
は
、
非
常
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
具
体
的
な
計
画
を
立
て
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 



２ 

婦
人
保
護
施
設
の
設
置
者
は
、
非
常
災
害
に
備
え
る
た
め
、
定
期
的
に
避
難
、
救
出
そ
の
他
必
要
な

訓
練
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
健
康
診
断
及
び
衛
生
管
理
）

第
十
条 

婦
人
保
護
施
設
の
設
置
者
は
、
入
所
者
に
対
し
、
毎
年
二
回
以
上
定
期
に
健
康
診
断
を
行
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２ 

婦
人
保
護
施
設
の
設
置
者
は
、
居
室
そ
の
他
入
所
者
が
常
時
使
用
す
る
設
備
を
、
常
に
清
潔
に
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３ 

婦
人
保
護
施
設
の
設
置
者
は
、
入
所
者
等
の
使
用
す
る
食
器
等
又
は
飲
用
に
供
す
る
水
に
つ
い
て
、

衛
生
的
な
管
理
に
努
め
、
又
は
衛
生
上
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
と
と
も
に
、
医
薬
品
、
衛
生
材
料
及
び

医
療
機
器
の
管
理
を
適
正
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４ 

婦
人
保
護
施
設
の
設
置
者
は
、
当
該
婦
人
保
護
施
設
に
お
い
て
感
染
症
又
は
食
中
毒
が
発
生
し
、
又

は
ま
ん
延
し
な
い
よ
う
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
自
立
の
支
援
） 

第
十
一
条 

婦
人
保
護
施
設
の
設
置
者
は
、
入
所
者
が
自
立
し
、
日
常
生
活
又
は
社
会
生
活
を
円
滑
に
営

む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
入
所
者
ご
と
に
自
立
促
進
計
画
を
定
め
、
当
該
計
画
に
従
っ
て

入
所
者
の
就
労
及
び
生
活
に
関
す
る
指
導
及
び
援
助
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
自
立
促
進
計
画
の
作
成
並
び
に
指
導
及
び
援
助
に
当
た
っ
て
は
、
入
所
者
の
意

思
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３ 

婦
人
保
護
施
設
の
施
設
長
は
、
入
所
者
の
基
本
的
な
生
活
習
慣
の
習
得
を
支
援
す
る
た
め
、
入
所
者

の
起
床
、
就
寝
、
食
事
、
入
浴
そ
の
他
の
日
常
生
活
に
関
す
る
規
程
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
給
食
）

第
十
二
条 

給
食
は
、
食
品
の
種
類
及
び
調
理
方
法
に
つ
い
て
栄
養
並
び
に
入
所
者
の
身
体
の
状
況
及
び

し
好
を
考
慮
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２ 

調
理
は
、
あ
ら
か
じ
め
作
成
さ
れ
た
献
立
に
従
っ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３ 

栄
養
士
を
置
か
な
い
婦
人
保
護
施
設
の
設
置
者
は
、
献
立
の
内
容
、
栄
養
価
の
算
定
及
び
調
理
の
方

法
に
つ
い
て
保
健
所
等
の
指
導
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
給
付
金
と
し
て
支
払
を
受
け
た
金
銭
の
管
理
） 

第
十
三
条 

婦
人
保
護
施
設
の
設
置
者
は
、
入
所
者
に
係
る
知
事
が
定
め
る
給
付
金
（
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
「
給
付
金
」
と
い
う
。
）
の
支
給
を
受
け
た
と
き
は
、
給
付
金
と
し
て
支
払
を
受
け
た
金
銭
を
次

に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一 

当
該
入
所
者
に
係
る
当
該
金
銭
及
び
こ
れ
に
準
じ
る
も
の
（
こ
れ
ら
の
運
用
に
よ
り
生
じ
た
収
益

を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
入
所
者
に
係
る
金
銭
」
と
い
う
。
）
を
そ
の
他
の
財
産
と
区
分



す
る
こ
と
。

二 
入
所
者
に
係
る
金
銭
を
給
付
金
の
支
給
の
趣
旨
に
従
っ
て
用
い
る
こ
と
。

三 

入
所
者
に
係
る
金
銭
の
給
付
を
受
け
、
又
は
当
該
金
銭
を
使
用
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
収
支
の
状

況
を
記
録
す
る
こ
と
。

四 

当
該
入
所
者
が
退
所
し
た
場
合
に
は
、
速
や
か
に
、
入
所
者
に
係
る
金
銭
を
当
該
入
所
者
に
取
得

さ
せ
る
こ
と
。

（
帳
簿
の
整
備
等
） 

第
十
四
条 

婦
人
保
護
施
設
の
設
置
者
は
、
設
備
、
職
員
、
会
計
及
び
入
所
者
の
処
遇
の
状
況
（
第
十
一

条
第
一
項
に
規
定
す
る
自
立
促
進
計
画
、
前
条
第
三
号
に
規
定
す
る
記
録
及
び
第
十
六
条
第
二
項
に
規

定
す
る
記
録
を
含
む
。
）
を
明
ら
か
に
す
る
帳
簿
を
整
備
し
、
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
秘
密
保
持
） 

第
十
五
条 

婦
人
保
護
施
設
の
職
員
は
、
正
当
な
理
由
が
な
く
、
そ
の
業
務
上
知
り
得
た
入
所
者
又
は
そ

の
家
族
の
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。 

２ 

婦
人
保
護
施
設
の
設
置
者
は
、
当
該
婦
人
保
護
施
設
の
職
員
で
あ
っ
た
者
が
、
正
当
な
理
由
が
な
く
、

そ
の
業
務
上
知
り
得
た
入
所
者
又
は
そ
の
家
族
の
秘
密
を
漏
ら
す
こ
と
が
な
い
よ
う
、
必
要
な
措
置
を

講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
苦
情
へ
の
対
応
） 

第
十
六
条 

婦
人
保
護
施
設
の
設
置
者
は
、
入
所
者
に
対
し
て
行
っ
た
処
遇
に
関
す
る
当
該
入
所
者
か
ら

の
苦
情
に
迅
速
か
つ
適
切
に
対
応
す
る
た
め
に
、
苦
情
の
受
付
窓
口
の
設
置
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を

講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

婦
人
保
護
施
設
の
設
置
者
は
、
前
項
の
苦
情
を
受
け
付
け
た
と
き
に
は
、
当
該
苦
情
の
内
容
等
を
記

録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

婦
人
保
護
施
設
の
設
置
者
は
、
入
所
者
に
対
し
て
行
っ
た
処
遇
に
関
し
、
婦
人
相
談
所
（
売
春
防
止

法
第
三
十
四
条
に
規
定
す
る
婦
人
相
談
所
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
か
ら
指
導
又
は
助
言
を
受
け
た
場

合
に
は
、
当
該
指
導
又
は
助
言
に
従
っ
て
必
要
な
改
善
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

婦
人
保
護
施
設
の
設
置
者
は
、
婦
人
相
談
所
か
ら
前
項
の
改
善
に
つ
い
て
の
報
告
を
求
め
ら
れ
た
場

合
は
、
そ
の
内
容
を
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５ 

婦
人
保
護
施
設
の
設
置
者
は
、
法
第
八
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
運
営
適
正
化
委
員
会
が
行
う

調
査
に
誠
意
を
も
っ
て
対
応
し
、
苦
情
の
解
決
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
関
係
機
関
と
の
連
携
）

第
十
七
条 

婦
人
保
護
施
設
の
設
置
者
は
、
婦
人
相
談
所
、
法
に
定
め
る
福
祉
に
関
す
る
事
務
所
、
都
道

府
県
警
察
、
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）
第
六
条
第
六
項
に
規
定



す
る
母
子
福
祉
団
体
、
厚
生
労
働
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
七
号
）
第
二
十
三
条
第
一
項

に
規
定
す
る
公
共
職
業
安
定
所
、
職
業
能
力
開
発
促
進
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
六
十
四
号
）
第
十

六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
公
共
職
業
能
力
開
発
施
設
そ
の
他
の
関
係
機
関
及
び
売
春
防
止
法
第
三
十
五

条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
婦
人
相
談
員
、
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す

る
母
子
自
立
支
援
員
、
民
生
委
員
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
八
号
）
に
定
め
る
民
生
委
員
、

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
に
定
め
る
児
童
委
員
、
保
護
司
法
（
昭
和
二
十

五
年
法
律
第
二
百
四
号
）
に
定
め
る
保
護
司
そ
の
他
の
関
係
者
と
密
接
に
連
携
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
規
則
へ
の
委
任
）

第
十
八
条 

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
婦
人
保
護
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
し
て
必
要
な
事

項
は
、
規
則
で
定
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


